
五島市監査委員公表第２１号 

 

令和２年９月の例月財務監査の結果に基づく措置について、五島市長から別紙のとおり

通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に

より公表する。 

 

令和３年６月３０日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 
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３五総第９４３号 

令和３年６月２８日 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 様      

五島市監査委員 荒 尾 正 登 様 

 

 

五島市長 野 口 市太郎      

 

令和２年度例月財務監査結果報告（令和２年９月会計伝票監査分）に係る措置に 

ついて 

 

令和２年１２月２５日付け２五監第７３５号の例月財務監査の結果における、指摘事項

について、次のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基

づき通知いたします。 

 

記 

 １ 指摘事項 

(1) 予防接種委託料の支出について 

予防接種委託料の支出において、医療法人から個人名義の口座への振込みを指定

した請求書が提出され、当該医療法人から受領の権限を委任したことを証する書類

等を徴取することなく、個人名義の口座に振り込んでいる。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の５第１項は、「普通地方公

共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」と規定

し、支出命令権者は、五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３号。以下「財

務規則」という。）第５３条第１項第４号の規定により、正当債権者であることを確

認したうえで支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を作成し、請求書又は支出

調書等支出に必要な書類を添えて会計管理者に送付しなければならないこととされ

ている。また、会計管理者は、財務規則第５０条及び第５４条の規定により支出負

担行為及び支出命令の確認を行うこととされている。 

したがって、支出負担行為及び支出命令については、その内容を十分確認のうえ、

正当債権者に支出すべきである。 

なお、正当債権者への支出については、令和元年９月分例月出納検査において同

様の指導をしたところであり、措置が講じられていたにもかかわらず、再度不適正

な事務処理が行われているので、十分に留意されたい。 
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  【講じた措置】 

［福祉保健部国保健康政策課］ 

  令和元年９月分例月出納検査における同様の指摘について、課内の情報共有が不

十分であったことから、再度、課長が全職員に対し同様の処理の再発防止を徹底す

るよう指導しました。 

    指摘を受けました医療法人への委託料の支払い手続きは、予防接種事業のうち集

団接種委託料については医師個人名義で、個別接種委託料は医療法人名義で行われ

ていたので、今後の請求・振込手続きについて、医療法人からの請求・振込に統一

して処理することを医療機関側に了承いただき改善しました。 

    支出伝票を確認する際は、決裁者において確実に債権者と振込口座名義が同一で

あること確認するようチェック項目の確認を行いました。 

    また、請求及び受領行為を委任する場合の委任状の取扱いについて、併せて確認

しました。 

  

(2) 出張の取りやめに伴う旅費の精算返納について 

令和２年７月８日から同月１０日までの出張について、同月７日に概算払による

旅費の支給を口座振込みにより受けたが、長崎航路が欠航になったことで出張が取

りやめになったところ、同年９月１０日に精算返納するまでの２か月間、旅費が職

員の口座に振り込まれたままの状態であった。 

当該職員は、旅費の精算返納が遅延した理由について、急遽、令和２年７月９日

から同月１０日まで別用務で出張することが決まり、その準備をすることになった

ので、取りやめになった出張旅費の精算返納を失念したためと主張するけれども、

当該別用務の出張を完了した後、五島市職員等の旅費支給条例（平成１６年五島市

条例第４８号。以下「旅費支給条例」という。）第１３条第２項及び第３項並びに五

島市職員等の旅費支給条例施行規則（平成１６年五島市規則第４２号）第１０条が

定める所定の期間内に旅費の精算返納ができたのであるから、私人が市の公金を２

か月間にわたり保有していたことの正当な理由にはならない。 

概算払による旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内

に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない（旅費支給条例第１３条第

１項及び第２項）のであるから、旅費の精算が遅延した原因は、一義的に当該職員

にあるが、旅費の支払をする者は、精算の結果過払金があった場合には、所定の期

間内に、当該過払金を返納させなければならない（旅費支給条例第１３条第３項）

のであるから、旅費の未精算について組織内で把握できていなかったことも、その

一因である。 

したがって、概算払による旅費に係る旅行命令（依頼）書及び旅費請求書につい

て、未処理のフォルダを作成して定期的に確認するなど管理体制を見直し、適正に
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処理されたい。 

  【講じた措置】 

［産業振興部水産課］ 

 今回の指摘を受け、庶務担当及び庶務担当係長による公会計システムや未精算の

負担行為を保管するフォルダの定期的（毎月）な確認とサイボウズスケジュールを

利用した出張者本人、庶務担当及び庶務担当係長による処理スケジュールの管理の

徹底を行い再発防止に努めています。 

 

(3) 魚津ヶ崎公園施設の使用料の減免について 

魚津ヶ崎公園施設の使用料において、市内の高等学校の生徒及び教員が宿泊体験

の学習を目的に利用したところ、五島市魚津ヶ崎公園施設条例施行規則（平成１６

年五島市規則第１３５号）別表第４項に掲げる減免の要件「市内の官公署、公益社

団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体が、その目的のため直接利用す

る場合」に該当しないとして減免の適用をしていない。 

しかしながら、「官公署」とは、国、地方公共団体の機関その他各種の公の機関を

包括的に総称する場合に用いられる用語であり、公署とは、地方公共団体その他公

の機関の役所という意味を平たく言い表した用語であって、行政庁のみに限られる

ものでなく、それ以外の各種の機関をそれぞれすべて含んだ観念である。また、行

政機関とは、行政組織を構成し、それぞれの所掌事務を有し、それぞれの権限に基

づいて行政権の行使に携わる機関をいい、地方公共団体におけるその設置及び職務

権限は、一般的には地方自治法により、特別の行政機関については特別の法律（地

方教育行政の組織及び運営に関する法律等）により定められている（法令用語辞典

第八次改訂版、学陽書房発行）とされているから、高等学校は、「官公署」に該当す

る。 

したがって、本件施設の使用料については、五島市魚津ヶ崎公園施設条例施行規

則別表第４項に掲げる減免の要件「市内の官公署が、その目的のため直接利用する

場合」に該当するから、同項に定める減免の率１００分の５０を適用し、過徴収額

１４，５６０円を速やかに還付すべきである。 

なお、使用料の減免については、施設によってその取扱いに差異が生じないよう、

定期監査において意見を付し、例月出納検査において指導をしてきたところである

が、いまだに減免の適用に誤りが生じ、施設によって差異があるので、統一的な減

免の基準を整備するとともに、使用料について私人への徴収事務の委託をしている

施設及び指定管理者制度による利用料金を導入している施設があることも踏まえ、

マニュアルや減免対象団体事例集を作成するなどして、使用料等の減免について適

正な事務処理に努められたい。 

  【講じた措置】 
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［岐宿支所］ 

 市内高等学校への過徴収額１４，５６０円については、令和３年２月８日付けで

還付しました。また、使用料減免マニュアルを作成し、施設の管理人にも周知して

再発防止に努めています。 

 

(4) 消防自動車の修繕について 

消防自動車の修繕において、当該車両が災害対応車両であり、早急に部品を交換

する必要があるため、当該車両の車検を請け負った業者（以下「車検業者」という。）

が不良内容を速やかに把握できることを理由に、随意契約によることができる場合

を定める地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５

号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」及び財務規則第８

７条第１項第２号の「契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が

特定される場合」に該当するとして、特命随意契約の方法により修繕をしている。 

しかしながら、修繕には１４日を要しており、その内容は、相手方が車検業者に

特定される性質のものでもないから、本件修繕を特命随意契約の方法により締結す

る理由は見当たらない。 

したがって、本件修繕については、予定価格が２８０，０００円であり財務規則

第８６条の表第６号に掲げる随意契約の限度額を超えていないから、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第１号（少額随意契約）及び財務規則第８７条第１項の

規定を適用し、２者以上の見積書を徴したうえで契約を締結すべきである。 

なお、随意契約については、事故や故障をもって直ちに随意契約できるものでは

なく、競争入札とできないかを十分に検討し、やむを得ず随意契約の方法による場

合は、法令等を遵守し、随意契約のデメリットである受注機会が広く与えられない、

相手方が固定化し公正な取引を阻害するおそれがある、競争原理が働かず契約金額

が高止まりするなどといったことを十分認識したうえで、市民に理解を得られるよ

う経済性と透明性の確保に努めなければならない。随意契約の締結に当たっては、

当該業務の目的、性質等について十分に検討したうえで、地方自治法施行令、財務

規則及び市の随意契約ガイドライン（平成２２年３月２５日付け２１五財第１５２

１号）にのっとり、適正な事務処理に努められたい。 

  【講じた措置】 

［消防本部総務課］ 

 随意契約の締結に当たっては、地方自治法施行令、財務規則及び随意契約ガイド

ラインに基づき適正に契約事務を行うよう職員に対して指導を徹底しました。特に

特命随意契約の締結については、決裁者がその契約が真に相手方が特定されるもの

であるか随意契約ガイドライン等に基づき慎重に判断し、適正な事務処理の確保に

努めます。 


